
天王寺区国民健康保険料等滞納処分の執行停止判定会議設置要綱 

 

制定 令和２年４月１日 

 

（設置） 

第１条 天王寺区国民健康保険料等における滞納処分の執行停止を行うにあたり、適切な

判断のもと事務を遂行するため、天王寺区国民健康保険料等滞納処分執行停止判定会議

（以下「判定会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 判定会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）国民健康保険料等滞納処分の執行停止の意思決定手法に関すること。 

（２）国民健康保険料等滞納処分の執行停止事務実施手順に関すること。 

（３）国民健康保険料等滞納処分の執行停止における情報の収集及び共有に関すること。 

（４）その他国民健康保険料等滞納処分の執行停止について必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 判定会議は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。 

 窓口サービス課長 

 保険年金担当課長代理 

 保険年金事務総括担当係長 

 滞納整理事務担当係長 

 

（会議） 

第４条 判定会議は、窓口サービス課長が招集する。 

 

（庶務） 

第５条 判定会議の庶務は、窓口サービス課保険年金担当において処理する。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、判定会議の運営に関し必要な事項は、窓口サービス

課長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


